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日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区における 
排水系統内の水の連続放水について（放水方法の変更） 

 
 

日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区においては、本年５月２３日に同社

から、既に清浄化が完了した排水系統内の水を放水することが公表され、鋼製

タンクに汲み上げて個別に水質測定を行った上での放水が行われてきました。 

同社から、これまでの放水における水質測定で排水基準を満たしてきたこと

から、その後雨水が流入したこれらの排水系統の水について、７月上旬から、

水質の安全性を適切に監視しながら、ポンプを使用して連続的に放水すること

が本日公表されましたのでお知らせします。 

なお、県では連続放水が行われる排水口での排水基準の適合状況を確認する

ため、引き続き水質測定を実施します。水質測定結果は、確定次第、県ホーム

ページで公表いたします。 

 

１ 事業者の公表資料 

別紙のとおり 
 

２ 問合せ先 

（１）事業者の放水に関する問合せ 

日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区 総務部 

０４３９―５０―２０１３ 

（２）県の水質測定に関する問合せ 

千葉県環境生活部水質保全課 

０４３－２２３－３８１８ 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 



2023年 7月 3日 

日本製鉄株式会社 

東日本製鉄所君津地区 

 

 

東日本製鉄所君津地区における排水系統内の水の連続放水について 

 

 

本年 5月 23日に公表いたしました東日本製鉄所君津地区における排水系統内の水の放水については、5

月 25日に開始し、これまで 14回、排水口を閉止している一部排水系統 (#11排水系統、#14排水系統)か

ら、鋼製タンクに汲み上げ、個別に水質測定を行った上で、別の排水口（#15排水口、#17排水口）から放

水してまいりました。 

水質測定の結果、これまで排水系統から汲み上げて放水したすべての水について、問題の無いことを確

認しております。 

 

放水開始以降、当該系統内は、その後の降雨による雨水流入などにより、通常通り放水可能な水が溜ま

っている状態が続いております。 

 

このような状況を踏まえ、千葉県のご了解の下、7 月上旬より、これらの水について、水質の安全性を

適切に監視しながら、ポンプを使用して#17排水口から連続的に放水いたします。 

 

なお、現在、閉止している排水口の再開については、今回の放水後に千葉県とご相談しながら適切に準

備を進めてまいります。 

 以 上 

  



〔今回放水の対象〕 

 #11排水系統 連続的に#17排水口から放水。    7月上旬開始 

 #14排水系統 #11排水系統を経由し、連続的に#17排水口から放水。  7月上旬開始 

 

（本件に関する問い合わせ先） 

君津地区総務部      TEL：0439-50-2013 

本社総務部広報センター  TEL：03-6867-2135、2146、3419、2977 

以 上 

 


